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「検出限界未満の者」とは、外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の

測定値が使用した放射線測定器の検出限界未満であった者をいうものであり、当該

検出限界は放射線測定器の種類や測定条件によって異なるものであること。 

新 設 

区分変更 

電離放射線健康診断結果報告書様式の改正について 

 

 電離放射線障害防止規則の一部改正が令和３年４月１日から施行され、電離

放射線健康診断結果報告書が新様式に改正されています。 

 つきましては、電離放射線健康診断結果報告書の提出に関する下記事項につ

いてご了知いただきますようお願いいたします。 

１.新様式のダウンロード 
電離放射線健康診断結果報告書の新様式

（様式第 2号）は、厚生労働省ホームページ

からダウンロードすることができます。 

２.令和３年４月１日以降は新様式で提出 
令和３年４月１日（木）以降に電離放射線健康

診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出す

る場合は、電離放射線健康診断実施日が令和３年

３月 31 日以前であっても、新様式を使用してい

ただく必要があります。 

※ 裏面の変更はありません。 

様式第 2 号(第 58 条関係)（表面） 
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